
8月末で給食のＩ・Ｓ調理員が退職します。 
ありがとうございました。 

 

        

                         

                                   

                           

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
今月の行事予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

９日（水）交通安全教室 幼児クラス 

       9時 30分～10時 30分 

●婦人交通指導員の方が、子どもたちに わかり 

やすくお話などをしてくれて楽しく交通ルー

ルを学びます。園庭で信号機・横断歩道などを

使っての歩行訓練も行います。 

 

４ 金 マッキ―先生の運動遊び 

９ 水 交通安全教室（幼児） 

１０ 木 英語教室 
音楽の時間（乳児） 

１１ 金 マッキ―先生の運動遊び 

１４ 月 音楽の時間（幼児） 

２４ 木 英語教室 
歯科検診 

２５ 金 マッキ―先生の運動遊び 

２９ 火  防災訓練 

３０ 水 誕生会 
クッキンング（幼児お月見団子作り） 

 

えんだより 

R2. 8. 31 

かぬき保育園 

TEL932－6217 

携帯 080-1607-3321 

   
   

 全国でも穏やかな気候といわれている静岡県

でも先日浜松で国内最高気温に並ぶ 41.1度を記録

しとても驚きました。今年は、本当に酷暑でした

ね。暦の上では、処暑を過ぎ朝晩はやっと涼しくな

ってきました。子どもも大人も夏の疲れから体調

を崩しやすくなります。秋の夜長で寝るのが遅く

なり、睡眠不足にならないよう早寝早起きなど生

活リズムを整え、美味しい秋の味覚で十分に栄養

をとって元気に過ごしましょう。 

来月には、運動会を予定しています。今年は、新

型コロナの影響で例年と同じような開催は難しい

ですが工夫しながらお子様の成長をご覧いただく

場として盛り上げていきたいと思います。日常保

育・行事の変更等についてのご理解、ご協力に感謝

しております。引き続きよろしくお願い致します。                        

                  園長 

水遊びについて（全園児） 
9 月に入っても暑い日が続きそうなので、水遊

びやシャワーをする予定でいます。今まで通りの 

準備をお願いします。 

◎すみれ・たんぽぽ・ちゅうりっぷ組はタオルを 

ご用意ください。水遊びができない時は連絡帳

でお知らせください。 

◎あじさい・ゆり・ひまわり組は水遊びセットと 

健康チェック表に記入をお願いします。 

◎終了については、各クラスのホワイトボードで

お知らせします。 

    運動会について 
10月 10日（土）雨天時 1１日に延期 

場所： かぬき保育園 園庭 

◎幼児がクラスごと時間を分けて行います。 

各家庭 2名までの参加でお願いしています。中学

生は大人 1名として、小学生以下の兄弟はどうし

ても見てくれる人がいない場合は大人の膝の上

にいると考えて親子で 1名、運動会に参加する幼

児の弟妹で園に来るときは保護者の方と一緒に

応援をお願いします。10 日の土曜保育はお仕事

の方のみ保育します。ご協力お願いします。 

分からない事は主任にお尋ねください。 

分からない事は担任・主任までお尋ね下さい。 

    10 月の主な行事 
10日（土）運動会（幼児）雨天時 1１日 
30日（金）園外保育（幼児のみ） 
      お弁当の日（全園児） 
  

お知らせ 
保育実習生２名が 9月 7日から 2週間来ます。 
体調管理につきましては 実習開始の 2 週間前
から、学校の指導の下で行っています。 
ご理解の程よろしくお願いします。 

苦情について 

☆7/31 第 3 者委員の方より園へ電話がありました。 

     保護者の方より電話で申し出があったとの事 

①子どもに熱はないが、咳・鼻水があり迎えに来て欲しいと

の連絡があり迎えに行った。すぐに行けない事情がある。自

分達だけに言っているのか、他の方にも言っているのか。 

②保育標準時間なのに、早めに迎えに来て欲しいと言われた。 

→保育園ではお子様の体調面、体力面に配慮しています。熱

は数字で分かりますが、咳・鼻水などは普段のお子様の様子

と比較して状況に応じて様子をお伝えしたり、お迎えの連絡

をしております。お子さまの事を一番に考えて、どのご家庭

に対してもこの対応をしています。 

ご理解ご協力をお願いいたします。 

おねがい 
誤食やアレルギー誘発をさける為に、朝は口の中
や周り、手や衣類に食べ物・飲み薬等をつけた 
ままにせず、きれいにしてから登園するように 
ご理解ご協力お願いします。 

 

 

市役所手続きのお知らせ 

要件の変更は、毎月 15 日までに必要書類を子育て 

支援課にご提出して頂くことになっています。 

期限を過ぎると翌月 1 日からの変更はできませんの

でご注意ください。 


